
ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会 

有識者会議（第 3回） 次第 

 

１．日時：令和３年 11月 18日（木）10時～12時 

 

 

２．場所：オンライン会議 

 

 

３．議題： 

（１）開会 

 

（２）先行調査の進捗報告 

 ・関係省庁ヒアリング 

 ・ハンセン病家族訴訟資料の分析 

 ・黒川温泉宿泊拒否事件の際の誹謗中傷文書等の分析 

    

（３）提言まとめの方向性とそれを踏まえた今後の調査検討【非公開】 

 ・近畿大学名誉教授 奥田均先生 ヒアリング 

 ・意見交換 

   

４．その他 

 ・次回：令和 4年 3月上旬＠オンライン会議（別途日程調整） 

 

 

【配布資料】 

・資料１：先行調査の進捗報告 
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ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会 有識者会議 

先行調査の進捗報告 

 

１．関係省庁ヒアリング（国の施策の特徴・問題点の分析） 

 ○以下のスケジュールで作業を開始。 

10 月 ・第 1 回ワーキング・グループ：提言まとめの方向性をふまえた

調査方針の検討 

・関係省庁への調査協力依頼：資料提供依頼した内容について

は、別紙１参照。 

11 月 ・関係省庁で資料提供準備 

12～1 月 ・第 2 回ワーキング・グループ：関係省庁ヒアリング実施 

1～2 月 ・第 3 回ワーキング・グループ：ヒアリング結果をふまえた今年

度報告書まとめ 

2～3 月 ・第 3，4 回当事者市民部会へ報告 

3 月 ・第 4 回有識者会議：今年度報告書まとめ 

 

２．ハンセン病家族訴訟資料の分析（偏見差別の現状・要因解明） 

○11/2：弁護団から「ハンセン病家族訴訟資料の提供について」文書を受領（別

紙２参照） 

○委員への資料提供手順について調整中 

・資料提供前に、委員から秘密保持誓約書を取得 

・資料提供にはセキュアなファイル共有サービスを検討 

・資料提供媒体は、PDF ファイル（閲覧パスワード、印刷・編集不可の設定

をしたもの）のみとする 

 

３．黒川温泉宿泊拒否事件の際の誹謗中傷文書等の分析（偏見差別の現状・要因

解明） 

○資料提供依頼の準備中 

  

資料１ 
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ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会 有識者会議 

関係省庁ヒアリング 資料提供依頼項目 

 

１．厚生労働省 

○「ハンセン病の向こう側」の活用状況について 

○国・地方公共団体が「らい予防法」廃止以降に実施したハンセン病に対する

意識調査について 

○黒川温泉宿泊拒否事件及び誹謗中傷文書についての厚生労働省の対応 

○らい予防法廃止後のハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策の実施

状況 

○らい予防法廃止後の各療養所における遺骨の引取り状況と再入所の状況に

ついて 

 

２．法務省 

○黒川温泉宿泊拒否事件及び誹謗中傷文書についての法務省の対応 

○らい予防法廃止後のハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策の実施

状況 

○年次報告書「人権教育・啓発白書」における人権課題「ハンセン病患者・元

患者」について 

○らい予防法廃止後に人権擁護局に寄せられた人権相談の内、ハンセン病に係

る人権侵犯事件に関する調査救済措置の実施状況 

 

３．文部科学省 

○ハンセン病家族国家賠償請求訴訟を踏まえた人権教育推進検討チームにお

ける検討状況 

○現在の小・中・高校で使用されている社会科等の教科書におけるハンセン病

に関する記述 

○2014 年福岡県内の公立小学校で発生したハンセン病授業に対する対応 

○年次報告書「人権教育・啓発白書」における人権課題「ハンセン病患者・元

患者」について

（別紙１） 
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ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会 

有識者会議 御中 

 

ハンセン病家族訴訟資料の提供について 

 

                           ２０２１年１１月２日 

ハンセン病家族訴訟弁護団 

冠省 

現在、ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会、有識者会議委員の

皆様において、今後のハンセン病に対する偏見差別の解消に資する施策等を検討い

ただいているところですが、その検討にあたって重要となる、ハンセン病に対する

偏見差別の実態、とりわけハンセン病患者の家族が実際に受けた偏見差別の被害の

実態を把握するための資料として、ハンセン病家族訴訟で裁判所に提出した各原告

の陳述書、法廷で実施された原告本人尋問の調書、及び原告ごとに被害の概要をま

とめた個別被害準備書面を提出します。 

これら裁判資料は、上記被害実態の全体像及び特徴等の把握理解に資する貴重な

資料であるため、我々弁護団としては、委員の皆様にぜひお目通し頂き、施策検討

に活かして頂ければと考えております。 

なお、今回提出するものは、有識者会議に提供することを承諾された原告の方の

分に限るものであり、かつ、内容のうち個人の特定につながり得る情報をマスキン

グ処理したものですが、それでもなおセンシティブな情報が含まれますので、これ

らの資料については、同施策検討会の目的の範囲内でのみ使用することを厳守して

いただくとともに、記載内容の取り扱いには細心の注意をお願い致します。 

                                  草々                                                       

＜提出資料＞ 

・原告陳述書一覧表         １部 

・原告陳述書        ３１７名分（合計３１８通） 

・原告本人尋問調書       ２１通 

・その他資料           ２通 

・個別被害準備書面    ３１９名分 

（別紙２） 


